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2.研 究 のね らい ・目的

19世 紀中葉か ら20世 紀初頭にかけては、東南アジアにおいて、外文明 と内世界がもっとも激

しく交錯 した時期の一っである。当時の強い空間を代表する欧米列強は技術、文明さらには人

種の優越性 さえを もふ りかざ して、弱 い空間東南アジアを植民地 に した。 この東南 アジアに

あって唯一独立を保ったタイでは、この時期にチ ャクリご改革 と呼ばれ る政治、社会、経済な

どの多方面にわたる改革が行われた。この改革 はタイにおいて近代国家が創出される過程その

ものであった。

この研究には二つの目的がある。一つは、チャクリー改革の総合的な理解である。改革がど

のような動機に基づいて、どのような方法により遂行され、それによってどんな結果が もた ら

されたのかを考察する。

もう一っの 目的は、東南アジアの近代国家形成にみられる内世界の固育論理 と外文明の普遍

論理のせめぎあいを、チャク リー改革を一っの事例 としてあとづ けることである。東南アジア

に限 らず、今 日の多 くの諸国にとって近代国家の形成とは固有論理と普遍論理の選遁の産物で

あった。 ここでタイを事例とす るのは、 この国が非西洋世界にあって独立を維持 した数少ない

国の一っであり、それゆえその国家形成には内世界の論理が強 く反映 されていたと想像 される

か らである。

3.平 成5年 度の研 究経過

{1)個 別研究

今年度の研究 は二本立てで行われた。一っは研究組織各メンバーによる個別研究である。研

究組織 内部においては、チャクリー改革をあ ぐって、玉田が総括 と王権の変容、赤木が国家形

成 と文化、村嶋が政治思潮の変化、橋本が地方行政改革という具合に役割分担を決めて各自が

個別に研究を進めた。

各自の研究の進捗状況の確認や意見交換のたあに研究会を合計4回 開いた。
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② 研 究 会

i)第1回 研究会

第1回 目は7月4日 京都大学東南アジア研究センターにメンバー全員が集まって、今年度の

研究の進 め方 にっいて相談 した。そ こでは研究会に意見交換や叱咤激励以上 の意味を持たせ、

有意義な ものとす るために、日本に滞在するタイ人歴史研究者を積極的に招いてチャク リー改

革にっいての自由な意見発表を行 って もらうという方針が確認 された。 しか も、研究組織 メン

バー全員がタイ語に堪能であるとい う利点をいか して、研究会での発表や討論をタイ語で行 う

ことを決 めた。

h)第2回 研究会

この方針に基づいて、10月12日 に京都大学東南アジア研究センターにおいて第2回 研究会を

開催 し、発表者にシンラパーコーン大学の著名な歴史学者であり、天理大学客員のポー ンペ ン

・ハ ントラクー ン女史を招き、コメ ンテーターには、東京に滞在中であ ったタムマサー ト大学

政治学部のプラサー ト・チ ッティワ ッタナポン氏を招 いた。女史は 「どうして呼称が重要なの

か:チ ャクリー改革 とチャク リー革新 ・発展のどちらが適切か」というタイ トルで、従来の内

外における研究動向を詳細 に説明 した上で、チャク リー改革 を包括的に表現するにはどんな呼

称が適切かにっいて説明 した。まずタイにおいて は 「チャクリー改革」という呼称がないこと

を指摘 し、その代わ りに用 いられて きた様々な表現が紹介された。それに続いて、改革がどう

捉えられてきたのかについて、当時の支配階層と後世の研究者の捉え方が説明された。支配階

層の用語には彼 ら自身の願望や狙 いが込め られており、それ は 「統治改革」 「行政整備」 「国

家安全保障」と要約することがで きる。別の表現をすれば、 「絶対王制の下での中央集権化」

であ った。他方、学者は 「変化」 「改革」といった言葉を使 うものの、多 くの場合には欧米流

の単線的な発展モデルを想定 している。自ず と近代化、西洋化、工業化、民主化といった物差

しで測ろ うとする。 しか し、 「タイはタイ」であ り、こうした視点では十分に捉え きれない。

そ こ で 、 女 史 は 「チ ャ ク リ ー革 新 ・発 展 ( naowathamma phatthanakan chakri )i と い う

もっと包括的な新語を提唱 した。

　 この新語に対 しては、政治学の立場からコメン トを加えたプラサー ト氏を含めて、出席者の

評価は芳 しくなか った。 しか し、女史が要約 したチャクリー改革 に対する従来の研究の動向、

改革の重要なポイン ト(支 配階層内部、政府と知識人、中央と地方の各次元 において生 まれた

対立、国民国家や絶対主義国家の形成ではな く勤王主義の強調、解放 されることを喜ばない奴

隷)な どが呼び水 となって活発な議論が行われた。
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茄)第3回 研究会

続いて11月13～14日 には広島において第3回 研究会を開催 した。発表者にはチェンマイ大学

歴史学科講師で、京都大学東南アジア研究セ ンター客員のア ッタチ ャック ・サ ッタヤーヌラッ

ク氏を招いた。氏はチャクリー改革期の国王 ラーマ4世(在 位1851-68年)や5世(在 位1868

-1910年)が なぜ絶対王制を構築するようにな り、その結果何が生 じたのか について、歴史意

識の変化 という観点か ら詳細な報告を行 った。まず19世 紀前半までの タイでは仏教の末法思想

の影響 により、歴史は衰退の一途を辿 っており、菩薩である国王 とて衰退を進歩へと逆転させ

ることはできず、せいぜい衰退の歩みを遅 らせることしかできないと考え られていた。 この歴

史観が変化するのは、19世 紀前半 に貿易が盛んにな り、生産活動が活発 になってからである。

生産や貿易 とりわけ航海においては人間の潜在的な能力が重視されるようにな り、その結果人

間が歴史の流れを支配で きる、っま り衰退の一途ではな く、進歩へ向かわせ ることがで きると

考え られるようにな った。最 初にこうした新 しい時間観念を抱いたのは貿易活動に従事す る支

配階級、とりわけ国王であった。それと並んで、国家にっいても一定の地理的な広がりを持っ

ものであるとの新 しい考え方が生まれ(明 確な国境はもっと後になる)、 国王 はその地理的な

空間すべてに支配を及ぼすべ きであるとの考え方が登場 して きた。今や国王は神や菩薩ではな

く、高い能力を備えた人間であると意識 され るようになり、国王が歴史を作 り、進歩を もた ら

す と考え られ るようになった。国王のみが歴史を進歩させ ることができるという新 しい考え方

は歴史記述にも反映され るようになった。国王を重視する考え方が生 まれて くるの と同時に、

ラ ー マ4世 は 王 族 の 身 分 や 「チ ャ ク リ ー 王 家 (ratchawong chakri) 」を重視す るよ うに も

なった。それ は国王を頂点に位置づけ、王族を序列化 し、王族以外の貴族をその下に据える考

え方であった。ラーマ5世 はこうした序列意識に基づいて、貴族 と対決 し、国王に権力を集中

させ る試みに着手 した。 ラーマ5世 は進歩を もた らす最高指導者 としての国王 という考え方を

学校教育において広めようと努力 も始め る。 しか しなが ら、資本主義経済が浸透 し、分業が進

んで くると、庶民 も分業の一翼を担 い、民族の一部を構成 しているとの 自負心を抱 くように

なった。それは庶民 も歴史の進歩に寄与できるとの意識にっなが ってお り、国王ばか りではな

く1、庶民を主人公と した歴史書が登場するよ うになった。あ くまで も国王のみを主人公とす る

歴史にこだわる政府への反発から、1932年 立憲革命が生 じることになる。

　この発表をあ ぐってメンバーか ら様 々な質問が出された。主たる争点のみをあげると、次の

とお りである。第一に、ラーマ4世 が末法思想を否定 し、進歩が可能 と考えるようになったの

は西洋の影響なのかどうか。 これについては、西洋の影響で はない。 また、仏教の時間観を否
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定す るこうした歴史観を打 ち出せた背景としては、ラーマ4世 が即位前に長い間僧院にとどま

り、仏教サ ンガにおいて強い勢力を築いていたことを忘れてはな らない。第二に、ラーマ5世

ばか りではな く、4世 も王権強化努 力を行 っていたのかどうか。ラーマ4世 は貴族 と直接 には

対決 しなか った ものの、r官 報』の刊行を始めて国王の命令を法律 として通用 させ るようにし

たこと、王子に王族意識を植え付けたこと、国王儀礼を大幅に改革 して王権の制度化を図った

ことなどが説明された。第三に、庶民を主人公とす る歴史とは何か。恰好の事例は葬式本の頒

布である。そこでは非王族の個人史が伝記とい う形で叙述されている。ルワン ・ウィチ ッ トの

歴史小説で救国の英雄と して農民が取 り上げられるの も好例である。第四に、入間 としての国

王 という意識は具体的にはどう表 され るのか。ラーマ4世 が 「大王(maharat)」 という言

葉を作 り出 して、過去の数名の国王を格別に高 く評価 したのは、国王を人間と して扱 っている

ことの典型的な事例である。

iv)第4回 研究会

最後の4回 目は2月3～5日 に阿蘇において開催 した。この研究会では、大阪外国語大学客

員でチュラーロンコー ン大学文学部のスワンナー ・ク リエンクライペ ッ ト女史の他、 アッタ

チャック氏、玉田の3名 がそれぞれの関心に基づ いて発表を行 った。玉 田はチャクリー改革が

王権強化に他ならないとの観点か ら、ラーマ5世 の妻子にっいての報告を行 った。そ こで とり

わけ強調されたのは、ラーマ5世 には多数の妻がお り、正妻 というべ き8名 の うち序列が上位

4名 は腹違 いの妹であるとい う点であ る。親戚っ まり王族内部での通婚が多いタイの王室 に

あっても、 これほどの近親者を王妃に迎えるのはきわめて特異である。 ラーマ5世 が こうした

奇妙な行為に及んだのは、 ラーマ4世 の子孫(モ ンクッ ト・ファミリー)に 権力を集中 したい

とい う意欲の反映ではないかとの仮説が提示 された。また、子どもにっいて は、成人に達 した

息子20名 全員がヨーロッパへ留学 していることの意味が検討 された。初等教育のみタイで行い、

中等以後 はイギ リスで勉強 し、高等教育 にっいてはイギ リス以外にロシア、 ドイツなどの欧米

諸国の高等教育機関へ進学す るというパ ターンである。19世 紀後半のタイでは欧米への留学者

数は決 して大 きくはな く、そうした中での息子全員の留学というのはきわめて注目に値す る。

この狙いは帰国後欧米留学者 という箔に見合 った官職に就任 させることにあ った ものと想像さ

れ る。妻子に関するラーマ5世 の こうした行動 はいずれ も、モンクッ ト・ファミリーへの権力

集中を意 図 した もので あったのではないか。その結 果、モ ンクッ ト王家の家産制国家(rat

ratchasombat)が 完成 されたのではないか。

これに対 して、高齢で即位 したラーマ4世 が子作 りに精を出したのは、腹違いの兄ラーマ3
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チ ャ ク リー 王 家 家 系 略 図

世のファミリーに対抗 して、自らのファミリーから王位継承者を出そ うとしたためではないか、

との指摘が行われた。 また、ラーマ4世 が 「王家」という 「出自」を強調 していたことも指摘

された。ラーマ5世 の近親結婚については、王権の拡散を防 ぐたあに親族内部で通婚するとい

うイン ドの考え方 (sukumarachat) の影響があ ったのではないか との意見 も出された。他方、

息子を皆 ヨーロッパに留学 させたことにっいては、留学によって王族と庶民の違いを際だたせ

るためではないか、あるいは西洋志向のラーマ4世 の影響ではないかなどといった指摘がなさ

れた。 また、留学先と してはイギ リスなどの身分意識の強い国が選ばれていたことへの注意 も

喚起された。

　次に、スワンナー女史の発表 は、ラーマ5世 が1903年 か ら1904年 にかけて ヨーロッパに行幸

した直後 に出版 した旅行記r故 郷を遠 く離れて Klai Baand の記載内容を分析 した ものであ

る。女史はラーマ5世 がヨーロッパをどう眺めていたのかを統治、社会、技術の3点 に絞 って

分析 した。まず統治にっいては、社会主義者は 「金持ちを羨む貧乏人」であ り、　 「労働者を騙

している」連中であるとして、強い嫌悪感を表明 している。各国の統治体制にっいては、スイ

スの共和制を評価 しつっ も、イギ リスが もっとも安定 してお り、賢明にして最善の ものである

と評価 している。次に社会にっいては、イタ リアは低俗な人間ばか りで、良人(phu　 di,財 産、
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能力、教養、知識などを備え、支配に も参画す る人々)が 存在 しない。これに対 してスイス人

は賢 く礼儀作法が優れていると高 く評価す る。他方、国王の身分 にっいては、ラーマ5世 自身

は訪問先において国王 と して もてなされることを強 く願 ってお り、国王にふ さわ しい敬意を払

われ ることを希望 していた。 ヨーロッパ諸国の国王との関係 について.は、一国の王同士 として

対等であ ることを強調 し、同時にヨーロッパの国王は貧 しく購買力が小 さいとも述べている。

最後に技術にっいては、電気、道路、肥料、化学物質、ダムなどに強い関心を寄せている。 ま

た、外国からの投資は資本家ばかりではなく、国家にとって有益であると評価 している。

これに対 して、ラーマ5世 が殊更にヨーロッパ諸国の国王 と対等であると強調 した り、行 く

先 々の国々で国民か ら暖か く敬意を もって歓迎されたと繰 り返 したりするの は、劣等感の裏返

しではないかとの指摘が行われた。また、 ヨーロッパにおいていろんな風物に触れなが らも、

それをタイに持ち帰 って使 うかどうかは別問題であ り、1860年 代か ら一貫 して外国に模範を求

める姿勢が乏 しか ったとの指摘が行われた。それに関連 して、例えば日本の福沢諭吉のような

タイプの人間がいなか ったことが議論 された。また、ラーマ5世 にあっては、支配階級 として

の良人 と、臣民としての庶民 しかな く、国民が不在であった こと、 さらにヨーロッパ各国の歴

史的な背景にっいての知識が欠落 しているため何を見ても直感的な批評 しかで きなかったとの

指摘 も行われた。

連続登板で しんがりを務めたアッタチャックは 「ラーンナータイとチャクリー改革」 とい う

タイ トルで、チェンマイを中心とす る北部地方の視点か ら改革を分析 した。まず改革前のラー

ンナー社会の様子が説明 された。チェンマイ国王は経済基盤を市場 と調(suai,税 として納付

される物品)に おき、交易路上に都市と市場を建設 した。その背景には商品の自給ができず、

ビルマ、雲南、アユッタヤーなどから商人が入 っていたとい う事情がある。国王 は経済力を求

めて、市場を作 って商人の流入を促 した。当時のラー ンナー地域の庶民(プ ライ)は 、プライ ・

カー ・プラヤー(phraikhaphraya、 支配階層のために商売を担 当す る、数は非常に少な

い)、 プライ ・ムア ン(phraimuang、 国主の私民。専門的な技能を備えた職人であ り、市

場向けの商品生産 も担当 した)、 プライ ・スワイ(庶 民の大半を占めてお り、調を納付する義

務を負う)の 三っの範疇か らなっていた。国王は交易路と市場を支配 し、マーンラーイ法によ

り所有権や商売の権利を保護 して、経済活動が活発になるよう配慮 していた。そ こへ、19世 紀

になるとイギ リスが ビルマに進出 し、 さらにラーンナー地域へもチーク材を求めて入 って くる。

その影響はあまり大きくはな く、調と市場の拡大を もた らした。他方バ ンコクのチャクリー王

朝 は 「国内植民地主義」あ るいは 「シャム帝国主義」 としてラー ンナーへ触手を伸ば してきた。
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チェンマイの国王はイギ リスかバ ンコクかの選択を迫 られると、よ り大きな経済的利益を提供

す る後者 を選んだ。その結果、バ ンコクによって人頭税、関所通行税、各種生産物への課税な

どが行われ るようになって、商売 は窒息 していった。 さらに、明確な国境線が引かれ、関税が

課 されるようになって、貿易 も窒息 していった。 ラーンナーの支配階層 は経済的な生き残 りの

ために土地開発に活路を求めるようにな り、職人であったプライ・ムア ンは姿 を消 し、プライ・

スワイは農民、とりわけ1921年 にバ ンコクか らの鉄道がラムパーンまでのびて くると稲作農民

へと変化 していった。つまり、ラー ンナーはチャクリー改革によって伝統社会が崩壊 し、政治

的のみな らず、経済的社会的に も大きく変化 していったというわけであ る。

これに対 しては、ラー ンナーを取り巻 く交易ルー トを中心 として活発な議論が行われた。そ

こでは、 ラーンナーの経済基盤はバ ンコクの権力浸透を待っまでもな く、 ビルマやイン ドシナ

が植民地化されて、それぞれの地に商品の積み出し港が確立 された段階で交易路の結節点 とし

ての重要性を失ってお り、すでに弱体化を運命づけ られていたのではないか との質問が出され

た。

4.研 究 の成果 とフ ロ ンテ ィァ

平成5年 度には、個別研究に加えて、 このように主 としてタイ人研究者を発表者に招いて濃

密な議論を重ねることにより、チャクリー改革にっいての理解が深まって きた。従来の一般的

な理解では、タイのチャクリー改革は、 日本の明治維新と同様に、西洋列強による植民地化の

脅威に直面 した非西洋国家が、独 立を維持するために近代化 を行 ったものであるとされて きた。

しか し、今年度の研究か ら、そうした通説の妥当性が疑わ しくなって きた。

っまり、改革の動機 は西洋を模範 とした近代化 による植民地化の回避ではなく、む しろそう

した脅威を忘却 したかのような王権の強化にあったとい うことである。王権の強化が重視され

たのは、ラーマ4世 の権力が弱体であったという事実に起因 しており、 しか もラーマ4世 が強

固な王権 こそ本来のあるべ き姿 と考えた ことにある。 この願望は息子ラーマ5世 によって実現

される。 この王権の強化は決 して西洋の脅威 に対応す るための手段ではなく、強化それ自体が

目的とな っていた。西洋文明の影響が皆無であ ったわけではないものの、それはあ くまで も王

権強化のための手段 として用 いられたにす ぎず、西洋文明の摂取により西洋文明に対抗すると

いう方向には向いていなか ったのである。
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5.今 後 の課題

個別研究の面で は、今後 は王権強化がどのよ うな過程をへて完成 され、またそこには外文明

としての西洋文明がどのような影響を与えていたのかが検討 されることになる。今年度の研究

では西洋の脅威が改革に与えた影響は乏 しいとの結論が出て きた ものの、国王の対外観あるい

は国王が西洋の脅威を どう捉えていたのかにっいてはさらに実証的な研究を進める必要がある。

また、今年度の研究は政治史に偏 ってお り、経済や社会への視点が不足 しているので、そう

した面へ も目を向けて行かなければな らない。 とりわけ、1855年 のバウ リング条約以後の輸出

経済のめざま しい成長 と、チャク リー改革 との関係が考察 されなければな らないであろ う。こ

の点については、タイ経済の研究者をメンバーに加えて、研究を進めて行 きたい。

今後の研究会では砥究組織 メンバーによる発表が増えるのは当然である。引き続きタイ人研

究者 も招 いて話を して もらう予定であ る。さらに、 タイと日本以外のアジア諸国(た とえば韓

国 ・朝鮮)の 近代国家成立過程の研究者を招いて、比較の視点か ら、研究を深めて行 きたい。

6.研 究 業績(平 成5年 度発 表分)

研究組織のメンバーはいずれもタイ研究者ではあるが、チャクリー改革その ものを専門に研

究 してきた もの はいない。 このためチャクリー改革を正面か ら扱 った業績は今年度 はまだ出す

ことがで きなか った。 しか し、チャクリー改革はタイ近代の始まりであり、その意味で現代 タ

イ研究はいずれ もチャク リー改革と何 らかの関連性を備えている。今年度のそ うした研究成果

には以下の ものがある。

玉 田 芳 史

「固 くて 柔 らか な 支 配 」 矢 野 暢 編r講 座 現 代 の 地 域 研 究 第3巻 地 域 研 究 の フ ロ ンテ ィ ア 』 弘 文 堂 ,pp.

247-268,1993,

赤 木 攻

「1940年 代:"東 南 ア ジ ア"誕 生 の 兆 し」r大 阪 外 国 語 大 学 ア ジ ア学 論 叢 』4:71-84 ,1994.

村 嶋 英 治

「タイ 華 僑 の 政 治 活 動 」 原 不 二 夫 編r東 南 ア ジ ア 華 僑 と中 国 』 ア ジ ア 経 済 研 究 所 ,pp.264-364,1993.

橋 本 卓

「タ イ の 地 方 行 財 政 制 度 」 地 方 自 治 協 会 『ア ジ ア諸 国 の 地 方 制 度(丑)』pp .63-127,1993.
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